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現 行 改 正 

 

コーポレート会員（三井住友カード発行） 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス特約 

（前略） 

第９条（発売開始日前の予約サービス） 

１. 本サービスの乗車券類は、一部列車の普通車自由席を除き、乗車日の１

年前の日から旅客営業規則に定める発売日（以下「発売開始日」という。）

の前に購入の申込（以下「１年前予約」）を行うことができます。ただし、

購入の申込時において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があり

ます。また、当社は必要と認めた場合には１年前予約を停止することがあ

ります。なお、発売開始日により、列車ごとの１年前予約申込の件数には

限りがあります。 

２. 当社は、運行計画に応じて、購入の申込に則った列車手配等の手続きを

行い、契約の締結時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更

した結果を通知します。また、カード使用者が１年前予約を行った列車の

発売開始日の 14 時を目途に順次、契約条件に則った列車・座席手配等の

手続きを行い、手配の結果を通知します。 

３.第２項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、手配の結果の通知を

カスタマーセンターから行う場合があります。 

４.発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カード使用者は、カスタ

マーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 

５．当社が別に定める「約定支払日の取扱いに関する特約」に同意している

法人会員は、１年前予約は利用できません。 

（中略） 

改定日 令和５年９月 16日 

附則 

ただし、第９条に係わる改正については、令和５年 10月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス特約 

（前略） 

第９条（発売開始日前の予約サービス） 

１. 本サービスの乗車券類は、一部列車の普通車自由席を除き、乗車日の１

年前の日から旅客営業規則に定める発売日（以下「発売開始日」という。）

の前に購入の申込（以下「１年前予約」）を行うことができます。ただし、

購入の申込時において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があり

ます。また、当社は必要と認めた場合には１年前予約を停止することがあ

ります。なお、発売開始日により、列車ごとの１年前予約申込の件数には

限りがあります。 

２. 当社は、運行計画に応じて、購入の申込に則った列車手配等の手続きを

行い、契約の締結時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更

した結果を通知します。また、カード使用者が１年前予約を行った列車の

発売開始日の８時を目途に順次、契約条件に則った列車・座席手配等の手

続きを行い、手配の結果を通知します。 

３.第２項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、手配の結果の通知を

カスタマーセンターから行う場合があります。 

４.発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カード使用者は、カスタ

マーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 

（削る） 

 

（中略） 

改定日 令和６年３月２日 

（削る） 
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Ｅ予約専用会員 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス（Ｅ予約専用）規約 

（前略） 

第９条（発売開始日前のサービス）  

１．本サービスの乗車券類は、乗車日の１年前の日から旅客営業規則に定め

る発売日（以下「発売開始日」という。）の前日までにおいて購入の申込

等（以下「１年前予約」）を行うことができます。ただし、購入の申込時

において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があります。また当

社は必要と認めた場合には１年前予約を停止することがあります。なお、

発売開始日により列車ごとの１年前予約申込の件数には限りがありま

す。 

２．カード使用者が１年前予約を行った列車の発売開始日の 14時を目途に

順次、カード使用者の申込内容に則った列車・座席手配等の手続きを行

い、手配の結果をカード使用者等が会員情報として登録した電子メール

アドレスに対する電子メールの送信により通知します。なお当社は、運行

計画に応じて、契約条件に則った列車手配等の手続きを行い、購入の申込

時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更した結果を通知

します。またこの場合の予約変更等の条件については、別に定めるものと

します。 

３．第６条第１項および第２項に係わらず、カード使用者が１年前予約の申

込をした時点でカード使用者が乗車券類の購入等を行ったものとし、か

つ、カード使用者と当社の間で運送契約の成立がなされたものとします。

なお、当社はカード使用者に対し、申込が成立した旨の回答の通知と併せ

て、お預かり番号の通知等を行うものとします。約定した列車等に変更が

生じた場合は、発売開始日までに限り、会員は運賃等について無手数料で

払い戻しを行うことができます。また列車・座席手配の結果がカード使用

者の申込内容に則らなかった場合は、約定した日から７日以内に限り会

員は運賃等について無手数料で払い戻しを行うことができます。 

 

４．前第２項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、手配の結果の通知

等をカスタマーセンターから行う場合があります。 

５．カード使用者は、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カスタ

マーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 

 

 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス（Ｅ予約専用）規約 

（前略） 

第９条（発売開始日前のサービス）  

１．本サービスの乗車券類は、乗車日の１年前の日から旅客営業規則に定め

る発売日（以下「発売開始日」という。）の前日までにおいて購入の申込

等（以下「１年前予約」）を行うことができます。ただし、購入の申込時

において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があります。また当

社は必要と認めた場合には１年前予約を停止することがあります。なお、

発売開始日により列車ごとの１年前予約申込の件数には限りがありま

す。 

２．カード使用者が１年前予約を行った列車の発売開始日の 8 時を目途に

順次、カード使用者の申込内容に則った列車・座席手配等の手続きを行

い、手配の結果をカード使用者等が会員情報として登録した電子メール

アドレスに対する電子メールの送信により通知します。なお当社は、運行

計画に応じて、契約条件に則った列車手配等の手続きを行い、購入の申込

時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更した結果を通知

します。またこの場合の予約変更等の条件については、別に定めるものと

します。 

３．第６条第１項および第２項に係わらず、カード使用者が１年前予約の申

込をした時点でカード使用者が乗車券類の購入等を行ったものとし、か

つ、カード使用者と当社の間で運送契約の成立がなされたものとします。

なお、当社はカード使用者に対し、申込が成立した旨の回答の通知と併せ

て、お預かり番号の通知等を行うものとします。約定した列車等に変更が

生じた場合は、発売開始日までに限り、会員は運賃等について無手数料で

払い戻しを行うことができます。また約定した列車・座席手配の結果がカ

ード使用者の申込内容に則らなかった場合は、約定した日から７日以内

に限り会員は運賃等について無手数料で払い戻しを行うことができま

す。 

４．前第２項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、手配の結果の通知

等をカスタマーセンターから行う場合があります。 

５．カード使用者は、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カスタ

マーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 
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６．当社が別に定める「約定支払日の取扱いに関する特約」に同意している

法人会員は、１年前予約は利用できません。 

（中略） 

改定日 令和５年９月 16日 

 

 

Ｅ予約専用ライト会員 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス（Ｅ予約専用ライト）規約 

（前略） 

第９条（事前申込サービス）  

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

（中略） 

改定日 令和６年３月２日 

 

 

 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス（Ｅ予約専用ライト）規約 

（前略） 

第９条（発売開始日前のサービス）  

１．本サービスの乗車券類は、乗車日の１年前の日から旅客営業規則に定め

る発売日（以下「発売開始日」という。）の前日までにおいて購入の申込

等（以下「１年前予約」）を行うことができます。ただし、購入の申込時

において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があります。また当

社は必要と認めた場合には１年前予約を停止することがあります。なお、

発売開始日により列車ごとの１年前予約申込の件数には限りがありま

す。 

２．カード使用者が１年前予約を行った列車の発売開始日の 8 時を目途に

順次、カード使用者の申込内容に則った列車・座席手配等の手続きを行

い、手配の結果をカード使用者等が会員情報として登録した電子メール

アドレスに対する電子メールの送信により通知します。なお当社は、運行

計画に応じて、契約条件に則った列車手配等の手続きを行い、購入の申込

時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更した結果を通知

します。またこの場合の予約変更等の条件については、別に定めるものと

します。 

３．１年前予約の契約成立時期や決済手続き等については、第６条によりま

す。なお、当社はカード使用者に対し、申込が成立した旨の回答の通知と

併せて、お預かり番号の通知等を行うものとします。約定した列車等に変

更が生じた場合は、発売開始日までに限り、会員は運賃等について無手数

料で払い戻しを行うことができます。また約定した列車・座席手配の結果

がカード使用者の申込内容に則らなかった場合は、約定した日から７日

以内に限り会員は運賃等について無手数料で払い戻しを行うことができ

ます。 

４．前第２項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、手配の結果の通知
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（中略） 

改定日 令和５年９月 16日 

 

 

Ｅ予約専用Ｗ会員 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス（Ｅ予約専用Ｗ）規約 

（前略） 

第９条（発売開始日前のサービス）  

１．本サービスの乗車券類は、乗車日の１年前の日から旅客営業規則に定め

る発売日（以下「発売開始日」という。）の前日までにおいて購入の申込

等（以下「１年前予約」）を行うことができます。ただし、購入の申込時

において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があります。また当

社は必要と認めた場合には１年前予約を停止することがあります。なお、

発売開始日により列車ごとの１年前予約申込の件数には限りがありま

す。 

２．カード使用者が１年前予約を行った列車の発売開始日の 14時を目途に

順次、カード使用者の申込内容に則った列車・座席手配等の手続きを行

い、手配の結果をカード使用者等が会員情報として登録した電子メール

アドレスに対する電子メールの送信により通知します。なお当社は、運行

計画に応じて、契約条件に則った列車手配等の手続きを行い、購入の申込

時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更した結果を通知

します。またこの場合の予約変更等の条件については、別に定めるものと

します。 

３．第６条第１項および第２項に係わらず、カード使用者が１年前予約の申

込をした時点でカード使用者が乗車券類の購入等を行ったものとし、か

つ、カード使用者と当社の間で運送契約の成立がなされたものとします。

なお、当社はカード使用者に対し、申込が成立した旨の回答の通知と併せ

て、お預かり番号の通知等を行うものとします。約定した列車等に変更が

生じた場合は、発売開始日までに限り、会員は運賃等について無手数料で

払い戻しを行うことができます。また列車・座席手配の結果がカード使用

者の申込内容に則らなかった場合は、約定した日から７日以内に限り会

等をカスタマーセンターから行う場合があります。 

５．カード使用者は、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カスタ

マーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 

（中略） 

改定日 令和６年３月２日 

 

 

 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス（Ｅ予約専用Ｗ）規約 

（前略） 

第９条（発売開始日前のサービス）  

１．本サービスの乗車券類は、乗車日の１年前の日から旅客営業規則に定め

る発売日（以下「発売開始日」という。）の前日までにおいて購入の申込

等（以下「１年前予約」）を行うことができます。ただし、購入の申込時

において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があります。また当

社は必要と認めた場合には１年前予約を停止することがあります。なお、

発売開始日により列車ごとの１年前予約申込の件数には限りがありま

す。 

２．カード使用者が１年前予約を行った列車の発売開始日の 8 時を目途に

順次、カード使用者の申込内容に則った列車・座席手配等の手続きを行

い、手配の結果をカード使用者等が会員情報として登録した電子メール

アドレスに対する電子メールの送信により通知します。なお当社は、運行

計画に応じて、契約条件に則った列車手配等の手続きを行い、購入の申込

時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更した結果を通知

します。またこの場合の予約変更等の条件については、別に定めるものと

します。 

３．第６条第１項および第２項に係わらず、カード使用者が１年前予約の申

込をした時点でカード使用者が乗車券類の購入等を行ったものとし、か

つ、カード使用者と当社の間で運送契約の成立がなされたものとします。

なお、当社はカード使用者に対し、申込が成立した旨の回答の通知と併せ

て、お預かり番号の通知等を行うものとします。約定した列車等に変更が

生じた場合は、発売開始日までに限り、会員は運賃等について無手数料で

払い戻しを行うことができます。また約定した列車・座席手配の結果がカ

ード使用者の申込内容に則らなかった場合は、約定した日から７日以内
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員は運賃等について無手数料で払い戻しを行うことができます。 

 

４．前第２項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、手配の結果の通知

等をカスタマーセンターから行う場合があります。 

５．カード使用者は、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カスタ

マーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 

６．当社が別に定める「約定支払日の取扱いに関する特約」に同意し 

ている法人会員は、１年前予約は利用できません。 

（中略） 

改定日 令和５年９月 16日 

 

に限り会員は運賃等について無手数料で払い戻しを行うことができま

す。 

４．前第２項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、手配の結果の通知

等をカスタマーセンターから行う場合があります。 

５．カード使用者は、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カスタ

マーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 

（削る） 

 

（中略） 

改定日 令和６年３月２日 


